
 

 

令和２年４月７日 

一般社団法人公共建築協会 

 

政府の新型コロナウイルス感染症に関する「緊急事態宣言」発令等 

に伴う当協会の対応について 

 

当協会では、これまで新型ウイルスの感染拡大防止のため、在宅勤務、時差出勤及び令和２

年５月８日（金）までの間の毎週金曜日の休業などの対応を行ってまいりました。その後の情

勢も刻々と変化し、本日、政府より「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「緊急

事態宣言」が発令される予定となりました。今後、「緊急事態宣言」を受けて、関係都道府県

知事より「緊急事態措置」が発令され、感染拡大防止のための「要請」や「指示」が行われる

ことになります。このため、これらの事態を踏まえ、影響を受ける可能性のある当協会の事業

への対応について取りまとめましたので、お知らせいたします。お客様、関係者の皆様には、

ご不便、ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願い申し上げ

ます。 

なお、この対応も刻々と変化する情勢に応じて変更になる可能性がありますが、変更につい

ては、その都度、当協会の HP でお知らせいたしますので、ご事情ご賢察のうえ、ご理解賜り

ますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

記 

 
Ⅰ 当協会のこれまでの感染拡大防止策 

  【本部（東京都）、各地区事務局共】 

 ・令和２年５月８日（金）までの間、毎週金曜日を休業日としています。 

  ・土、日、金曜日を除く平日における在宅勤務、時差出勤を実施しています。 

  ・感染者が発生した場合の対応、疫学的調査の概要等について役職員に周知しました。 

 

Ⅱ 「緊急事態宣言」等に伴う対応：令和２年４月８日～令和２年５月８日 

 

１ 当協会の運営体制について 

  

 【本部（東京都）、各地区事務局共】 

・令和２年５月８日（金）までの間、毎週金曜日を休業日とします。(継続) 

  ・土、日、金曜日を除く平日においては、在宅勤務を基本とします。 

  ・緊急時の対応等のため、最小限の連絡要員を置くこととし、職員が交代で勤務する体 

制とします。このため、電話でのお問い合わせ、書籍の発送等に支障を生じる場合が 

あります。 



 

 

２ 当協会の各事業における対応について 

 

（１） 書籍の注文受付、発送について 

  ・ 本部、近畿地区事務局及び九州地区事務局にご注文いただいた書籍は、原則として

ご注文日の１週間後までを目途に発送させていただきます。ただし、ご注文の書籍発

売元の新型コロナウイルス感染拡大防止のための体制の都合等により入荷が遅れ、発

送が遅延する場合があります。 

  ・ 本部、近畿地区事務局及び九州地区事務局は、最小限の人員による処理体制となる 

こと、対面による感染防止のため、窓口での直接販売は当面中止させていただきま 

す。 

 

（２） 公共建築設計者情報システム (PUBDIS)の運用について 

  ・ PUBDIS 利用者の皆様のデータ入力、データ閲覧等に支障を生じないよう、通常通 

りの運用の継続につとめます（土、日、金曜日は休業）が、最小限の人員による体制 

となるため、利用者の皆様からの至急のご要望、電話等でのお問い合わせ等に迅速に 

対応できない場合があります。 

  ・ 「ヘルプデスク」（外部）につきましても、通常通りの運用の継続につとめます 

（土、日は休業）が、今後の状況の変化による委託業者の新型コロナウイルス感染拡 

大防止のための体制等によっては、変更になる場合があります。その際には、HP 等で 

お知らせいたします。 

 

（３） 建築材料、電気設備機材、機械設備機材等の評価について 

・ 評価事業に関するお問い合わせ等につきましては、最小限の人員による体制となる 

ため、利用者の皆様からの至急のご相談、電話等でのお問い合わせ等に迅速に対応で 

きない場合があります。このため、お問い合わせ等につきましては、次のメールアド 

レスあてにご送付くださるようお願い申し上げます。 

    建築材料      hyokajigyo-a@pba.or.jp 

  電気設備機材    hyokajigyo-e@pba.or.jp 

  機械設備機材        hyokajigyo-m@pba.or.jp 

  ・ 「建築材料等評価名簿 令和２年版」及び「設備機材等評価名簿 令和２年版」の 

発行につきましては、現時点では、例年同様に５月末の発行予定です。 

 

（４） 上半期に予定する講習会について 

  ・ 「令和３年度新営予算単価と設計料算定説明会」及び「建築物解体工事共通仕様書 

（平成３１年版）・同解説 令和２年版 講習会」については、６月中旬～７月中旬 

を予定しておりましたが、開催を見送ることといたしました。今後の開催予定等につ 

いては現時点で未定であり、対応が決まり次第 HP でご案内申し上げます。 



 

 

（５） 公共建築工事品質確保技術者試験の実施について 

・  公共建築工事品質確保技術者試験及び更新講習につきましては、例年通りのスケジ 

ュールでの実施を予定していますが、今後の状況の変化による新型コロナウイルス感 

染拡大防止のための体制等によっては、変更になる場合があります。その際には、HP 

等でお知らせいたします。 

 

（６） 「公共建築ニュース」（会員向け機関紙、毎月発行）について 

  ・ 現在、６月号までの発行作業を行っていますが、今後の状況の変化によっては発行 

を欠号させていただく場合があります。 

 

（７） 「公共建築工事標準仕様書」等の技術関係図書の内容のご質問について 

  ・ 従来通り、質問内容、連絡先等を適宜ご記入（様式自由）の上、 

FAX（０３-３５２３-１８２６） 

あてにご送付ください。ただし、最小限の人員による体制となるため、従来よりもそ 

の回答に時間を要する場合があります。 

 

 

 

 


